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１ はじめに 

 本日ここに令和６年度予算のご審議をいただく、第２回津別町議

会定例会の開会にあたり、町政執行に対する所信を述べさせていた

だき、町議会並びに町民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ

る次第であります。 

基本的姿勢といたしまして「第６次総合計画（令和２年度～令和

１１年度）」が描く、未来の町の姿に到達できるよう着実に町政を推

進することとし、一昨年の町長選挙で掲げさせていただきました４

つの公約の実現に向け、一つひとつ為すべきことをなして参る所存

であります。 

 

２ 公約の推進 

公約の１つ目の「町民の皆さんと協働のまちづくり」ですが、「ま

ちづくり基本条例」制定に向けて進める年度となります。策定委員

会により、令和７年度末の制定を目指し、じっくり時間をかけて協

働による策定づくりを目指して参ります。 

２つ目の「少子化・高齢化社会のまちづくり」についてですが、

まずは少子化対策として、昨年度に学校給食費１食２００円の定額

化と第３子からの学校給食費無償化を実施したところですが、全員

無償化に向けた検討も進めて参ります。また、子どもたちの遊び場

である公園における遊具の整備について、全体計画を策定し、具体
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的な案を示していきたいと考えています。さらに、障がい者の働く

場の拡大として、昨年からの公的施設の清掃業務のほか、花の管理

委託へと拡大して参ります。 

３つ目の「地域経済活性化のまちづくり」についてですが、移住

定住の促進や農家戸数の確保のため、引き続き起業等振興促進事業、

農業新規参入者誘致事業を推進するとともに、住居の確保に向けた

事業を行って参ります。また、観光施策として上里地区の一部を阿

寒摩周国立公園への編入を目指すとともに、エコツーリズムの推進

を行って参ります。ふるさと納税に関しましては、企業版も含めま

ちづくり会社とともに効果的なＰＲや返礼品の拡大と確保により、

昨年以上の寄附額を目指して参ります。 

４つ目の「中心市街地活性化のまちづくり」についてですが、コ

ミュニティゾーンの最終整備年となりますが、まちなか再生事業基

本計画の推進のため、今後とも住民の皆様と知恵を出し合い、持続

可能な住み良い町を目指し、着実に歩みを進めて参ります。 

 

３ 地域振興 

人づくりの推進につきましては、人づくり・まちづくり活動支援

事業により、引き続き町民及び団体の自主的活動を支援して参りま

す。また北海道大学公共政策大学院の学生を中心とした課外活動団

体ＨＡＬＣＣ（ハルク）と津別高校との高大連携事業及び大学生ら
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の新たな取組となるＨＡＬＣＣ＋（ハルクプラス）のプロジェクト

を推進し、人材育成と町のＰＲ活動に取り組んで参ります。 

花のまちの推進につきましては、町民や来町者への快適な生活環

境や豊かな景観を生み出すためにも、花のまち推進協議会やフラワ

ーマスター連絡協議会等と連携し、この運動の継続に必要な方策と

新たな展開について検討して参ります。 

指定管理制度により運営している宿泊施設「ランプの宿森つべつ」

と「みぃとインつべつ」は、長期にわたる新型コロナウイルス感染

症拡大の影響により、非常に厳しい営業が続いていましたが、感染

症の５類移行に伴い観光関連の消費人口は増加している状況にあり

ます。しかし、資源高や為替市場の円安に伴う物価高などの影響が

続く中、「みぃとインつべつ」の運営持続への模索とともに、「ラン

プの宿森つべつ」の継続と利用拡大が図られるよう支援を行って参

ります。ネイチャーセンターにつきましては、隣接する「ランプの

宿森つべつ」と連携したアクティビティの充実による魅力づくりへ

の支援とともに、インバウンド需要の回復と国内需要の掘り起こし

のためのＰＲを行って参ります。 

観光につきましては、町内に点在する観光スポットの更なる知名

度向上と、施設の新たな活用方法の検討に加え、総合計画に位置付

けられたエコツーリズム推進事業に取り組み、魅力ある施設の活用

方法を準備して参ります。また、観光協会に対しましては、平常に
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戻りつつある各種イベントなどでの主体性の発揮と新たな観光振興

策の展開を図るため、運営基盤の安定に向けた支援と協力を行って

参ります。 

姉妹都市の南アルプス市、友好都市の台湾彰化県二水郷、そして

船橋市との交流につきましては、今後とも行政・団体・子どもたち

を含む町民など、様々な層とのつながりを深め交流の輪を広げて参

ります。なお、二水郷中学生との相互交流事業につきましては、本

年度は７月に二水郷中学生を本町で受入れ、年明け１月には本町中

学生が二水郷を訪問することとしております。また、郷長をはじめ

とした二水郷からの訪問団が本年５月に来町される予定です。 

本町の応援団である東京つべつ会につきましては、総会の開催に

よる会員同士の交流と会員の実態を把握するとともに、役員の方々

とも相談しながら新たな会員の拡大と運営内容の充実を図って参り

ます。 

移住、定住対策につきましては、移住関連イベントへの参加によ

り関係人口を創出し、相談窓口にもなっている移住・定住サポート

デスクの設置により、移住者の獲得に向け着実に成果を挙げており、

引き続き利用者に寄り添ったサポート業務ときめ細かな対応を図っ

て参ります。また、移住者向け総合サイト「チャレンジ・ツベツ」、

求人求職マッチングサイト「ワークインツベツ」、住まいの情報サイ

ト「津別町空き家バンク」において、欲しい情報を利用者視点に立
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って提供し、サービスの充実に努めて参ります。また、平成２７年

度に実施しました町内企業への通勤者に対するアンケート調査を再

度実施し、定住のための条件を探って参ります。 

北見地域定住自立圏形成協定による取組につきましては、具体策

を示す共生ビジョンに基づき、今後とも圏域の１市４町が連携協力

し、互いに役割分担を行いながら生活機能の確保や地域住民の利便

性の向上など、圏域全体の活性化を図ることを目的として、各分野

において具体的な取組を進めて参ります。 

 

４ 行政改革と機構改革 

行政改革につきましては、「津別町行政改革推進計画（令和２年度

～令和１１年度）」に基づき、今後も行政改革推進本部において各取

組の検討、進捗管理を行いながら、地域経済の活性化と持続可能な

行政経営を進めるための計画として推進して参ります。 

機構改革につきましては、絶えず現制度の検証作業を行い、町民

に対するより良いサービス提供のため、組織の活性化を目指して参

ります。 

また、人事評価制度につきましては、面談を重視し、目標管理型

の改善と充実に努め、職員間の意思疎通により連携を図り、職員自

らが能力を高めながら組織力を高め、住民の期待に応えられる職員

となるよう人材育成に努めて参ります。 
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５ 住民と協働のまちづくり 

各単位自治会や自治会連合会において、役員をはじめ会員の皆様

が、地域における様々な課題の解決と安全安心な共同体づくりのた

め、積極的かつ自主的に活動されていることに対し敬意を表します

とともに、引き続き地域の活動に対し行政の各分野から支援を行っ

て参ります。 

また、地域のコミュニティ活動への支援や経済振興の担い手であ

る地域おこし協力隊につきましては、移住・定住も期待できること

から、引き続き新規隊員の導入を進め、地域課題の解決や町内での

起業・就業の実現、さらに後継者対策や事業承継の一助となるよう

隊員の活動を支援して参ります。 

 

６ 安全・安心なまちづくり 

交通安全につきましては、悲惨な交通事故が発生しないよう、町

民の皆様、交通安全協会とともに交通安全運動を推進して参ります。 

また、防犯活動につきましては、防犯協会をはじめとした地域の

方々の見守り活動により、安全で安心な地域づくりが推進されてい

ますことから、今後とも関係機関と連携した取組を継続して参りま

す。 

災害対策につきましては、小学生や高校生、自治会などを対象と

した出前講座を行って参りましたが、今後も住民の防災意識をより
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一層高めるため、自主防災組織や自治会連合会等と連携した実践的

な訓練等に取り組んで参ります。また、避難行動要支援者名簿の見

直しや個別避難計画の作成につきましても、保健福祉関係者や地域

の協力をお願いしながら進めて参ります。このたび改訂した「津別

町地域防災計画」に関連する各種マニュアル等についても見直しを

行い、関係機関との連携強化や情報共有を図りながら「事前防災・

減災」と「迅速な復旧・復興」に対応できる取組を推進して参りま

す。 

 

７ 福祉のまちづくり 

令和３年度から実施しています重層的支援体制整備事業は、既存

の支援機関や地域資源、ノウハウを最大限に活用することにより、

介護・障がい・子ども・生活困窮の隔てなく、本人や世帯が抱える

地域生活課題の解決に資する包括的な相談支援を行うこととして取

組を継続して推進して参ります。 

令和６年度から「第９期介護保険事業計画（令和６年度～令和８

年度）」が始まります。基本理念である「助け合い見守りで安心して

住み続けられるまちつべつ」の実現に向け取組を進めて参ります。

特に懸案である、介護福祉人材の確保につきましては、引き続き福

祉人材体験セミナーの実施や、外国人介護福祉人材育成支援協議会

への参画により、各事業所の人材確保に対して協力して参ります。
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また、老朽化の著しい特別養護老人ホームいちいの園の建替えにつ

きましても、現施設の運営者である社会福祉法人恵和福祉会と綿密

に協議を行い、第９期計画期間中での設計・建設を着実に進められ

るよう支援して参ります。 

高齢者福祉につきましては、ひとり暮らしの高齢者が増加傾向に

あることから、引き続き、地域で安心して暮らせる環境づくりのた

め、安否確認の見守りや生活支援サポート事業を含めた生活支援体

制の充実強化を、社会福祉協議会等と連携し進めて参ります。 

障がい者福祉につきましては、令和６年度から「第４期障がい者

計画・第７期障がい福祉計画及び第３期障がい児福祉計画（令和６

年度～令和８年度）」が始まります。基本理念である「住み慣れた環

境で安心して住み続けられる地域へ」の実現に向け、取組を進めて

参ります。そのため、相談支援体制や権利擁護体制など、北見地域

基幹相談支援センターや社会福祉協議会等と連携し、障がい者を取

り巻く環境の充実強化に努めて参ります。 

子育て支援につきましては、こども家庭庁の設置により、様々な

制度や施策の充実化や変革が進められていることから、伴走型、寄

り添い型の支援に重きを置き、子どもや子育て家庭の支援を進めて

参ります。 

健康づくりにつきましては、「第３次健康づくり計画（令和６年度

～令和１７年度）」が始まります。基本理念を「笑顔あふれる健康な
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町つべつ」とし、町民一人ひとりが心身の健康づくりに取り組み、

誰もが自分が望む自立した生活を送ることができるよう、生活習慣

病の予防をはじめとする健康の保持増進に努め、健康で元気に暮ら

せるよう推進して参ります。 

地域医療につきましては、公的医療機関の役割を担っていただい

ています町内唯一の医療機関である津別病院への支援を継続し、地

域医療の安定確保に努めますとともに、施設の老朽化に対する支援

等の協議を加速させて参ります。 

国民健康保険につきましては、健康づくりの観点からも、関係部

署との連携を図り、重症化予防に取り組み、特定保健指導による医

療給付費の縮減や医療費適正化事業とともに、特定健診の未受診者

勧奨事業に取り組み、早期発見・健康づくりにより関心を持っても

らうよう引き続き努めて参ります。 

後期高齢者医療保険につきましては、北海道後期高齢者医療広域

連合の構成員として、効率的・効果的な取組を推進し、適切な制度

運営に努めて参ります。 

 介護保険につきましては、「第９期介護保険事業計画」を着実に推

進し、高齢者一人ひとりが健康で生きがいを持ち、充実した豊かな

生活が送れるよう「いきいき百歳体操」や「ふれあいサロン」など、

主体的な介護予防活動や健康づくりを支援して参ります。また、在

宅で安心して療養できる在宅サービスの確保、医療・介護の連携事
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業の実施、認知症になっても住み慣れた地域で暮らしていけるよう

「チームオレンジ」の立ち上げを始めとする支え合いの体制整備や

権利擁護の取組など、地域包括ケアシステムの充実を図って参りま

す。また、地域住民と協働し、支援を必要とする人を地域で見守り

支え合う包括的な支援体制づくりについて、関係機関・団体と連携

し進めて参ります。 

 

８ 環境に配慮したまちづくり 

ごみ処理につきましては、津別町環境衛生推進協議会等と連携し、

町民の皆様のご協力を得ながら、ごみの分別の徹底を図ることによ

りごみの減量化を進めるともに、生ごみにつきましても引き続き堆

肥化により再資源化を推進し、循環型社会に向けた取組を進めて参

ります。 

「津別町環境基本計画（令和６年度～令和１１年度）」につきまし

ては、環境基本計画推進協議会と基本計画等の関連施策の検証と協

議を行い、ＳＤＧｓの精神のもと引き続き環境に配慮したまちづく

りを進めて参ります。 

 

９ 産業の振興 

日本経済全体は、株式等において昨年度後半から回復基調となり、

また、各種イベント等が再開されるようになり観光関連の消費が上
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昇してきていますが、一方において資源高や為替市場の円安等に伴

う物価高、人口減少による労働力の不足などにより、地域産業は大

きな影響を受けています。このため各種事業者が必要とする事業継

続・事業再構築に向けた支援を行って参ります。 

農業の振興につきましては、関係機関と連携を強め、農業経営体

の経営体質と生産基盤の強化を図るため農業基盤整備を推進すると

ともに、農業経営体を支える営農支援組織の育成を行うなど、効率

的かつ安定的で多様な農業経営の育成及び確保に努めて参ります。

また、ＳＤＧｓの目標の一つである持続可能な農業生産を進めるた

め、環境と調和した農業を推進して参ります。 

農業経営基盤の強化を促進する津別地区国営農地再編整備事業

（平成２７年度～令和６年度）が最終年を迎えますが、引き続き津

別１地区道営土地改良事業（令和３年度～令和７年度）により農業

生産基盤の整備を行い、農地の大区画化による生産性の向上を推進

するとともに、津別２地区道営土地改良事業（令和４年度～令和  

１０年度）により営農用水の導入を行い、また、農業水路等長寿命

化・防災減災事業（令和５年度～令和７年度）により既存農業用施

設の長寿命化を図り、効率的かつ安定的な農業経営を目指し、経営

発展を進める上での条件整備を図って参ります。 

有害鳥獣対策につきましては、町、ＪＡ、猟友会、農業者等の連

携の下、鳥獣被害防止総合対策事業を継続実施するほか、猟友会に
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対しましては、狩猟免許等取得支援制度補助金により担い手の確保

に取り組んで参ります。 

林業の振興につきましては、森林所有形態の変化や林業従事者の

減少・高齢化の中で、労働条件の軽減や施業・生産コストの低減等

による生産性の向上や木材の安定供給を図るため、森林所有者、森

林組合及び国有林等の関係者と連携しながら、その対策について計

画的かつ総合的に推進するとともに、地域材付加価値向上利用促進

事業を実施し、地域林業の付加価値の向上を目指して参ります。ま

た、丸玉木材株式会社様からの寄附による丸玉木材森づくり基金を

有効に活用し、地域林業の活性化に努めるとともに、森林環境譲与

税を活用した事業の充実を図って参ります。 

森林バイオマス資源などの活用につきましては、「津別町モデル地

域創生プラン」に基づき整備した「木質バイオマスセンター」の安

定運営のため、林地未利用材等の有効活用を進めて参ります。また、

木質バイオマスボイラーを導入した施設及び既設の木質ペレットボ

イラーへ、地域の未利用資源を再生可能エネルギーとして供給し、

「地域内エコシステム」の構築を目指すとともに、新たな熱供給事

業の展開に向けた基本計画を策定し、脱炭素・資源循環型のまちづ

くりを継続して推進して参ります。 

町民の財産である町有林の管理につきましては、「第１５次森林施

業計画（令和６年度～令和１０年度）」を基本に、森林管理認証の基
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準に基づき、持続可能な森林経営を推進し、森林の公益的機能の高

度発揮や将来の財産形成と地域材の安定供給に努めて参ります。ま

た、「森林環境譲与税の活用に向けた基本方針（令和６年度～令和  

１０年度）」に沿って町内の私有林整備の推進、人材育成・担い手の

確保、木材利用の促進、普及啓発について、関係機関との協議を行

いながら、森林環境譲与税を有効活用して参ります。 

商工業の振興につきましては、商工会が取り組んでいます経営改

善普及事業や各種振興対策事業、さらに経済全体の変化に対応して

いく支援を続けるとともに、起業等振興促進事業をはじめとする各

種補助制度や融資制度により、町内企業の経営安定化と活性化、さ

らに起業者の支援に努めて参ります。 

また、各産業における人材確保と若者の生活安定のため、町内に

新規に就職して居住する者が返還する奨学金に対する支援事業を継

続するとともに、対象が広がったＵＩＪターン新規就業支援事業を

活用した移住・定住の更なる促進と、創業しやすい環境整備に取り

組んで参ります。 

 

１０ 社会資本の整備 

建築施設や道路、水道など公共施設全般の管理につきましては、

「津別町公共施設等総合管理計画（平成２９年度～令和２８年度）」

に基づき、優先順位をつけて老朽化した施設の取壊しを行うととも
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に、施設の改修や更新を進めて参ります。 

町道の改良工事につきましては、共和地区において新規町道認定

路線のほか、町道７６号線、町道１３２号線の改良工事を行うこと

としています。 

舗装補修工事につきましては、「津別町舗装修繕計画（平成３１年

度～令和１０年度）」に基づき順次進めており、本年度は昨年度実施

できませんでした町道３５０号線について、補助事業分の工事のほ

か、町道７号線の補修工事を行うこととしています。 

歩道の修繕工事につきましては、「津別町歩道修繕計画（令和４年

度～令和１３年度）」に基づき、順次歩道補修を行っており、本年度

は町道２８号線ほか３路線について補修工事を行うこととし、また、

町道８号線につきましては国道との交差点付近において歩道新設工

事を行うこととしています。 

橋梁の整備につきましては、「橋梁長寿命化修繕計画（令和５年度

～令和１４年度）」に基づき補修を進めており、本年度は町道２号線

美園橋ほか１橋の工事と、町道３６２号線石山橋の補修設計を行う

こととし、このほか５年ごとの橋梁点検につきましては、町道   

３０１号線みとせ橋ほか９橋について実施することとしています。 

道道屈斜路津別線の交差点部拡幅及び道道津別陸別線の線形改

良・拡幅につきましては、早期に整備が進められるよう引き続き要

望して参ります。 
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国道２４０号につきましては、北釧橋が完成し供用開始となりま

したが、引き続き残る登坂車線の早期整備と布川地区のわだち改修

について要望して参ります。 

北海道が管理する一級河川網走川の改修につきましては、令和元

年度より共和地区で工事が再開されており、計画区間の早期完成に

ついて引き続き要望して参ります。 

住宅に関しましては、ふるさと定住促進事業による新築助成、中

古住宅購入助成、住宅改修助成を引き続き実施して定住を促進する

とともに、地域経済の活性化につなげて参ります。また、「津別町空

家等対策計画（令和５年度～令和９年度）」に基づき、引き続き空家

に関する施策を総合的かつ計画的に実施して参ります。さらに、令

和４年度から４か年計画で実施しています豊永団地の外壁等改修工

事につきましても引き続き本年度も実施し、適宜内部改修も行いな

がら良質な住環境の整備を進めて参ります。 

水道事業につきましては、「津別町新水道ビジョン（平成２９年度

～令和８年度）」に基づき、令和４年度より２か年計画で実施しまし

た高台低区配水池更新工事が完了し、新しい配水池より給水を開始

していますが、本年度は配水池の外構整備と上里浄水場紫外線滅菌

装置実施設計業務を行うこととしています。 

下水道事業につきましては、昨年度から地方公営企業法を適用さ

せ、企業会計により財政運営を行っていますが、本年度の主な事業
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は、「津別町下水道ストックマネジメント計画（令和６年度～令和 

１０年度）」に基づき、下水道管理センターの機械・電気設備改築更

新工事、下水道管理センター建築改修工事及び自家発電機更新工事

を行うこととしています。 

地域公共交通につきましては、本年３月に改訂版として策定しま

した「津別町地域公共交通計画（令和６年度～令和１０年度）」に基

づき、まちバスや花バスにつきましては、利用者の求めに応じて見

直しを含めた柔軟な対応を行って参ります。また、生活に必要不可

欠な北見市や美幌町とのバス路線の維持に努めて参ります。 

  

１１ 財政運営と各会計の予算規模 

令和６年度の地方財政計画は、歳入における一般財源では、総額

として前年を上回る額が確保され、地方交付税は前年度比１．７％、

３千６０億円増の１８兆６千６百７１億円となり、歳出においても

前年度同様の算定費目が計上されたところです。 

このことを踏まえ、本町の令和６年度予算編成につきましては、

第６次総合計画をはじめ、個別事業計画を推進するとともに、医療・

福祉施策の充実、緊急性と住民要望の高い事業、持続可能なまちづ

くりに向けた計画的な施策とともに、各事業の必要性や費用対効果

などの点検、見直しを並行して取り組み予算編成を行った結果、本

年度の一般会計予算は、前年度比７．５％増となり、主な新規事業
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として、自治体ＤＸ推進事業、学校給食センター整備事業、トレー

ニングセンター施設整備事業などを計上したところです。 

以上により編成しました令和６年度各会計予算は、 

一般会計            ６，９６９，０００千円 

（前年度比 ７．５％増） 

国民健康保険事業特別会計      ６４４，５００千円 

（前年度比 ３．６％増） 

後期高齢者医療事業特別会計     １０７，２００千円 

（前年度比 １．４％減） 

介護保険事業特別会計        ６６０，４００千円 

（前年度比 ２．５％増） 

簡易水道事業会計          ３４５，９００千円 

（前年度比３７．６％減） 

下水道事業会計           ９１９，４００千円 

（前年度比１０．８％増） 

合     計         ９，６４６，４００千円 

（前年度比 ４．４％増） 

となりました。 

 

１２ 結  び 

 令和６年度予算は、５年目となる「津別町第６次総合計画」や総
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合戦略、福祉、障がい者等の各種計画を基本に編成したものであり

ます。特に、第６次総合計画につきましては、総合計画推進委員会

による検証が行われており、推進委員会よりいただいたご意見やご

提言をしっかりと受け止め、１０年後に目指す津別町の将来像「暮

らしたい、魅力あふれるエコタウン」に到達できるよう着実に取組

を推進して参る所存であります。 

新型コロナウイルスの影響が今なお続く中、世界情勢はさらに不

安定な状況が進み、また、大きな天災が日本でも起こるなど、社会

状況は不安ばかりでありますが、その中でもデジタル化社会をさら

に加速させ、人的支援の必要な部署への人員配置を進めていく考え

であります。経済的にも政治的にも新たな変換期に向かって社会構

造の変化が進んでいると思われますが、その波に乗り遅れることな

く、本年度も職員と一丸となり、町づくりに取り組んで参りますこ

とをお誓いし、令和６年度の町政方針とさせていただきます。 


